
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

　人口減少に伴う料金収入の減少及び施設等老朽化対策による費用確保の為、平成30年8月より水道料金の改定を
実施する。更に、経営戦略の策定及び安定的な経営を続ける為の老朽化施設等の計画的な更新も実施予定である。

○

・ ①現行の経営体制・手法で、健全な事業運営が実施できているため

・

・

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

北茨城市 水道事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

○

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

北茨城市 工業用水道事業 ― ―

　例年厳しい経営状況ではあるが、平成32年度策定予定の経営戦略を基に、経費削減及び料金改定を考慮しなけれ
ばならない。

・ ①現行の経営体制・手法で、健全な事業運営が実施できているため

・

・

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

北茨城市 病院事業 ― ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

　平成29年3月に策定した新改革プランに基づき、その計画実現に向けて公立病院の使命を果たすべく、救急医療の充実、予防医療
（健診事業）及び在宅医療などを通して、収益を確保する。また、地域の実態に合わせた医療提供の在り方を検討していく。

○

・ ⑦その他

　平成27年度より公営企業法の全部適用に移行し、
経営体制を変更したところであり、経営改善に向けて
取り組んでいるため。

・

・

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

北茨城市 下水道事業 公共下水 ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

○

　平成29年3月策定済の経営戦略に基づき、資産、資金及び人材を総合的に管理・運営していく。
また、平成32年4月1日移行予定の公営企業法会計適用に向けて準備を進めていく。

・ ①現行の経営体制・手法で、健全な事業運営が実施できているため

・

・

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

北茨城市 下水道事業 漁業集落排水 ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

○

　平成29年3月策定済の経営戦略に基づき、資産、資金及び人材を総合的に管理・運営していく。
また、平成32年4月1日移行予定の公営企業法会計適用に向けて準備を進めていく。

・ ①現行の経営体制・手法で、健全な事業運営が実施できているため

・

・

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


